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この度の東日本大震災で被災されました方々に、心からお見舞い申しあげます。また、復興に尽力され
ている皆様には安全に留意されご活躍されることをお祈りいたします。 

さて、この震災により被災された方々を救済する税制特例措置として、「東日本大震災の被災者等に係
る国税関係法律の臨時特例に関する法律」（以降「震災特例法」）が平成 23 年 4 月 27 日に成立し、同
日施行されました。 

弊社では同法施行を受け、下記のとおり「相続・贈与税顧問 震災特例法対応版（Ver.H22.21）」の

リリースを行います。 

１．バージョンアップの対象 

対象バージョン・・・Ver.Ｈ22.20  （H22.2用のプロダクト ID が必要です。） 

２．震災特例法 

震災特例法の主な措置内容は以下のとおりです。 

● 相続税・贈与税 課税価格の計算の特例(特定土地等・特定株式等の特例) 

以下の期間に取得した特定土地等又は特定株式等(平成 23 年 3 月 11 日において所有していた

ものに限ります。)の価額は、その取得の時の時価によらず、震災後を基準とした価額によること

ができる。 

■取得期間 

相続税：平成 22 年 5 月 11 日～平成 23 年 3 月 10 日 

贈与税：平成 22 年 1 月 1 日～平成 23 年 3 月 10 日 

■特定土地 

青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県十日町市、新潟県中魚沼

郡津南町及び長野県下水内郡栄村 

■特定株式等 

指定地域内にある一定の動産及び不動産等の価額が保有資産の合計額の10分の3以上である

法人の株式等(上場株式等を除きます。) 

● 災害減免法による課税価格の計算(建物・家庭用財産・自動車等) 

建物、家庭用動産、自動車等について被災した場合、適用条件に合えば災害減免法による相続税（贈

与税）の減免措置を受けることができる。 

措置の内容は、申告期限前に被害を受けた場合と申告期限後に被害を受けた場合とで異なります。 

■申告期限前に被害を受けた場合（災害減免法第６条） 

被害相当額を課税財産の価額から控除して相続税（贈与税）額を計算することができます。 

■申告期限後に被害を受けた場合（災害減免法第４条） 

被害相当額に対する相続税（贈与税）額（未納付分）を免除することができます。 

● 「住宅取得等資金の贈与税の特例」に係る入居要件等の特例 

住宅取得等資金の贈与税の特例を受ける予定だった家が居住不可になった場合、居住要件を免除

する。 

３．システムの対応内容  

震災特例法の適用を受ける方が使用する以下のすべて帳票について、Excel 作成ツールとして

Excel ファイルの提供を行います。 

帳票名 

(1) 
災害減免法第4条の規定による相続税・贈与税の免除承認申請書(東日本大震災用) 

被害を受けた部分の価額の計算等(続)(災害減免法第4条申請)(東日本大震災用) 

(2) 
災害減免法第6条の規定による相続税・贈与税の財産の価額の計算明細書(東日本大震災用) 

被害を受けた部分の価額の計算等(続)(災害減免法第6条)(東日本大震災用) 

また、上記の Excel 帳票に記載する資産を CSV 出力する機能を追加した H22.21 をリリースしま

す。贈与税については CSV ファイルに出力する機能はありません。ダウンロードした Excel 帳票

に資産を直接入力してください。 
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